
 宮城県特用林産施設等体制整備事業補助金交付要綱  

 

（目的）  

第１ 県は、特用林産物生産者の生産再開を支援するため、東北地方太平洋沖地震

（平成２３年３月１１日の本震及び平成２３年４月７日の余震を含む）に起因す

る地震及び津波による被災及び東京電力福島第一原子力発電所事故による放射性

物質汚染の影響を受けた生産施設の体制整備等に要する経費について、当該事業

実施主体に対し、予算の範囲内において宮城県特用林産施設等体制整備事業補助

金（以下「本補助金」という。）を交付することにより、生産体制の再構築を図り  

被災地域での生産再開をもって地域を復興することを目的とする。  

 

 （交付対象事業等）  

第２ 本補助金の交付対象となる経費、事業実施主体及び補助率は、別表に定める

とおりとする。  

 

 （交付の申請）  

第３ 補助金等交付規則（昭和５１年宮城県規則第３６号。以下「規則」という。）

第３条第１項の規定による補助金の交付申請書の様式は、別記様式第１号による

ものとし、その提出期限は知事が別に定める日とする。  

２ 前項の補助金の交付申請書を提出しようとする者は、当該補助金に係る消費税

及び地方消費税仕入控除税額（交付対象となる経費に含まれる消費税及び地方消

費税に相当する額のうち、消費税法（昭和６３年法律第１０８号）に規定する仕

入れに係る消費税額として控除できる部分の金額と地方税法（昭和２５年法律第

２２６号）に規定する地方消費税額との合計額に交付率を乗じて得た額をいう。

以下同じ。）があり、かつ、その金額が明らかな場合には、これを減額して申請し

なければならない。ただし、申請時において当該補助金に係る消費税及び地方消

費税仕入控除税額が明らかでないものについては、この限りでない。  

３ 規則第３条第２項の規定により補助金の交付申請書に添付しなければならない

書類は、次のとおりとする。  

（１）  事業計画書（事前に知事の承認を受けている場合を除く。）  

（２） 工事の施工等にあっては実施設計書（事前に知事の承認を受けている場

合を除く。）  

 （３） 生産資材の購入にあっては見積書  

 （４） 交付対象となる事業（以下「交付対象事業」という。）に係る収支予算書

又はこれに代わる書類  

 （５） 県税納税証明書（申請日から３か月以内に県税事務所が発行したもの。） 

 （６） 暴力団排除に関する誓約書  

 （７） 「みどりチェック」チェックシート  



（８） その他知事が必要と認める書類  

 

 （交付の条件）  

第４ 規則第５条の規定により付する条件は、次のとおりとする。  

 （１） 事業の内容の変更又は事業に要する経費の配分の変更をする場合におい

ては、別記様式第２号により知事の承認を受けること。ただし、軽微な変

更にあっては、この限りでない。  

 （２） 事業を中止又は廃止する場合においては、別記様式第３号により知事の

承認を受けること。  

 （３） 事業が予定の期間内に完了しない場合又は事業の遂行が困難となった場

合には、速やかに知事に報告してその指示を受けること。  

 （４） （１）によるもののほか、別記様式第２号により、自主的に事業計画変

更の承認を知事に求めることができるものとする。  

 

 （事業着手報告）  

第５ 事業実施主体は、補助金の交付決定に基づき事業に着手したときは、別記様

式第４号による事業着手報告書を知事に提出するものとする。  

 

 （事業完了報告）  

第６ 補助金の交付を受けた者は、事業完了後、当該事業完了年度内に第７の規定

による事業実績報告書を提出できないときは、速やかに別記様式第５号による事

業完了報告書を知事に提出するものとする。  

 

 （実績報告）  

第７ 規則第１２条第１項の規定による事業実績報告書の様式は、別記様式第６号

によるものとし、添付する書類は次のとおりとする。  

（１）  収支精算書  

（２）  工事の施工等にあっては、出来高設計書  

（３） 「みどりチェック」チェックシート  

 （４） その他知事が必要と認める書類  

２ 第３第２項のただし書の規定により補助金の交付申請をした者は、前項の事業

実績報告書を提出するに当たり、当該補助金に係る消費税及び地方消費税仕入控

除税額が明らかになった場合は、これを当該補助金から減額して報告しなければ

ならない。  

３ 補助金の交付申請をした者は、第７第１項の事業実績報告書を提出するに当た

り、県が定める原木きのこ栽培における放射性物質対策作業マニュアル及び放射

性物質対策における菌床きのこ栽培管理ガイドラインに基づき実施した事業実施

期間中の栽培管理の実施結果の書類を提出するものとする。ただし、本事業に限



らず知事が事業実施期間中における栽培管理の実施結果等の確認を行っている場

合は、この限りではない。  

 

 （補助金の交付方法）  

第８ 補助金は、規則第１３条に規定する補助金の額の確定後に交付するものとす

る。ただし、知事は、交付対象事業の遂行上必要と認めるときは、規則第１５条

ただし書の規定により概算払により交付することができるものとし、その請求書

の様式は、別記様式第７号によるものとする。  

 

 （消費税額及び地方消費税仕入控除税額の確定に伴う補助金の返還）  

第９ 第３第２項ただし書の規定により補助金の交付申請をした事業実施主体は、

第７第１項の事業実績報告書を提出した後において、当該補助金に係る消費税及

び地方消費税仕入控除税額が確定した場合には、その金額（第３第２項の規定に

より減額した場合にあっては、その金額が減じた額を上回る部分の額）を別記様

式第８号により速やかに知事に報告するとともに、知事の返還命令を受けてこれ

を返還しなければならない。  

 

 （処分の制限を受ける財産）  

第１０ 規則第２１条第２号及び第３号の規定により処分の制限を受ける財産は、

それぞれ１件当たりの取得価格が５０万円以上のものとする。  

 

 （処分の制限を受ける期間）  

第１１ 規則第２１条のただし書の規定により処分の制限を受ける期間は、減価償

却資産の耐用年数等に関する省令（昭和４０年大蔵省令第１５号。以下｢大蔵省令｣

という。）に定める耐用年数に相当する期間（ただし、大蔵省令に定めのない財産

については農林水産大臣が定める期間）とする。  

 

 （帳簿及び書類の備付け）  

第１２ 事業実施主体は、第１１の期間において処分の制限を受ける財産の管理の

状況を明らかにするため、財産管理台帳その他関係書類を整備保管しなければな

らない。  

 

 （書類の提出部数及び経由）  

第１３ この要綱により知事に提出する書類は、原則として事業を所轄する地方振

興事務所長又は地方振興事務所地域事務所長を経由するものとし、その提出部数

は２部とする。  

 

 



附 則  

この要綱は、平成２４年１２月２５日から施行し、平成２４年度予算に係る補助  

金に適用する。  

附 則  

１ この要綱は、平成２５年６月１４日から施行し、平成２５年度予算に係る補助  

金に適応する。  

２ この要綱は、次年度以降の各年度において、当該事業に係る予算が成立した場  

合に、当該事業等にも適用するものとする。  

附 則  

１ この要綱は、平成２８年５月２６日から施行し、平成２８年度予算に係る補助  

金に適用する。  

２ この要綱は、次年度以降の各年度において、当該事業等に係る予算が成立した  

場合に、当該事業等にも適用するものとする。  

附 則  

１ この要綱は、平成２９年４月２１日から施行し、平成２９年度予算に係る補助  

金に適用する。  

２ この要綱は、次年度以降の各年度において、当該事業等に係る予算が成立した  

場合に、当該事業等にも適用するものとする。  

附 則  

１ この要綱は、平成３０年４月１９日から施行し、平成３０年度予算に係る補助  

金に適用する。  

２ この要綱は、次年度以降の各年度において、当該事業等に係る予算が成立した  

場合に、当該事業等にも適用するものとする。  

附 則  

１ この要綱は、平成３１年４月１日から施行し、平成３１年度予算に係る補助金  

に適用する。  

２ この要綱は、次年度以降の各年度において、当該事業等に係る予算が成立した  

場合に、当該事業等にも適用するものとする。  

附 則  

１ この要綱は、令和３年４月１日から施行し、令和３年度予算に係る補助金に適  

用する。  

２ この要綱は、次年度以降の各年度において、当該事業等に係る予算が成立した  

場合に、当該事業等にも適用するものとする。  

附 則  

１ この要綱は、令和４年４月１日から施行し、令和４年度予算に係る補助金に適  

用する。  

２ この要綱は、次年度以降の各年度において、当該事業等に係る予算が成立した  

場合に、当該事業等にも適用するものとする。  



附 則  

１ この要綱は、令和７年４月１日から施行し、令和７年度予算に係る補助金に適  

用する。  

２ この要綱は、次年度以降の各年度において、当該事業等に係る予算が成立した  

場合に、当該事業等にも適用するものとする。  

附 則  

１ この要綱は、令和８年３月２日から施行し、令和７年度予算に係る補助金に適  

用する。  

２ この要綱は、次年度以降の各年度において、当該事業等に係る予算が成立した  

場合に、当該事業等にも適用するものとする。  

附 則  

１ この要綱は、令和８年４月７日から施行し、令和８年度予算に係る補助金に適  

用する。  

２ この要綱は、次年度以降の各年度において、当該事業等に係る予算が成立した  

場合に、当該事業等にも適用するものとする。  

 



別表 

メニュー 実施主体  対象経費 国の補助率 

【きのこの生産力増強対策】  
① 生産資材の導入 
 ア 原木栽培（放射性物質濃度の数値確認等を 
  実施する場合） 

森林組合、生産森林組合、森林組
合連合会、農業協同組合、農業協
同組合連合会、農事組合法人、林
業者等の組織する団体、地方公共
団体等の出資する法人、県知事が
林野庁長官と協議して認める団体
（以下「特認団体」という。） 

 

国実施要領の別表２（第１関係）
に定められている経費 

１ 事業費の１／３以内 
  ただし、原木きのこ栽培 
 における放射性物質対策作 
業マニュアルに基づき栽培 
管理を実施する場合は、事 
業費の１／２以内 

  
２ 附帯事務費については、 
 事務費の１／２以内又は 
１／３以内（１の補助率に 
準ずる。） 
 

 イ 菌床栽培（放射性物質濃度の数値確認等を 
実施する場合） 

１ 事業費の１／４以内 
  ただし、放射性物質対策 
における菌床きのこ栽培管 
理ガイドラインに基づき栽 
培管理を実施する場合は事 
業費の１／３以内 

 
２ 附帯事務費については、 
 事務費の１／３以内又は 
 １／４以内（１の補助率に 
 準ずる。） 
 

【放射性物質防除対策】 
 ①放射性物質の防除対策（放射性物質測定機器 
の導入を除く。） 

森林組合、生産森林組合、森林組
合連合会、農業協同組合、農業協
同組合連合会、農事組合法人、林
業者等の組織する団体、地方公共
団体等の出資する法人、特認団体 

１ 事業費の１／２以内 
 
２ 附帯事務費については、 
 事務費の１／２以内 

 ②放射性物質の防除対策（放射性物質測定機器 
の導入） 
 

地方公共団体 

③放射性物質の防除対策(出荷管理・検査の体制
整備※１) 

事務費の１／２以内 

 （※１）③出荷管理・検査の体制整備については、原則として②放射性物質測定機器のうち非破壊検査機器の導入と一体的に行うものとする。 


